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仕 様 書 

                                                 

１ 委託業務名 

 岡山市議会会議録作製業務委託（単価契約） 

 

２ 委託期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

 

３ 委託概要 

録音した市議会の音声の反訳から原稿作成し、作成された原稿を印刷、製本する業

務の委託 

 

４ 委託業務の内容等 

(1) 岡山市議会会議録の作成 

 ① 本会議部分 

  ア 収録媒体からの反訳・整文・修正をワードプロセッサー入力により行う。 

 イ 文字原稿等、関係資料からの会議録掲載内容の調製をワードプロセッサー入力

により行う。 

 ② 前文部分 

文字原稿等、関係資料からの会議録掲載内容の調製をワードプロセッサー入力に

より行う。 

ただし、発言通告受付表については転写とする。 

 ③ 目次部分 

ア. 発注者においてワードプロセッサー入力により原稿を作成する。 

イ. 過去の会議録と同様の体裁で目次を作成する。 

ウ. 各号すべての会議録の校正が完了後、発注者の指示により受注者側で会議録全

体の印刷を行い、速やかに提供する。提供方法は、担当者が来局し、直接手渡

しとする。 

エ. 発注者がページ番号を振った目次データを基に、目次原稿へページ番号を入力

する。   

オ. 目次の作成、体裁、ページ番号の入力、最終印刷は発注者の指示を基に進める

ものとする。 

カ. 過去の会議録の形式を参考に作業を進めること。 

④ 巻頭の発言通告受付表部分 

紙またはPDFデータを提供するので、これを転写すること。Excelデータも提供す

る。 

 ⑤ 上記会議録の印刷・製本及び最終校正データ追記型コンパクトディスク（ＣＤ－

Ｒ）の作製 

⑥ その他、前①～⑤の業務に付随して必要な業務 

 

(2) 印刷等仕様 

① Ａ４判１頁（２４字×３９行）×２段組 

② 枠付 欄外見出し 

③ 編冊用パンチ穴あけ２箇所  

④ 用紙 表紙：上質紙１８０㎏ 

間紙：色上質紙（桃色）中厚口 
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本文：書籍用紙 ３６．５㎏（参考 日本大昭和板紙） 

＊参考として、本会議録を１部貸与する。 

 

(3) 部数 

８０部（うち１部会議録原本を含む） 

 

(4) 納期 

本会議最終日の録音した音声渡しから、定例会８０日以内、臨時会４０日以

内の発注者の指定する日（最終校了日を含めて最長で６営業日後の午前中） 

  

(5) 納品 

① (4)で指定した日に岡山市議会議会局へ持参し、発注者の確認を受けること。 

② 会議録Ｗｏｒｄデータを入力したデータ追記型コンパクトディスク（ＣＤ－

Ｒ）をあわせて納品 

ア. 各号の会議録（発言を取り消した号については原本も併せて） 

イ. 表紙・中扉 

ウ. 目次 

エ. 発言通告受付表 

③ 校 了 後 、 校了 を 連 絡 した 日 に 校 了 後 の Ｗ ｏｒ ｄ デ ー タ を 発 注 者 に 送 付

す る こと 。 （ 送 付 方 法 は 、発 注 者 指 示 に よ る 電子 メ ー ル と す る ）  

ア. 各 号 （ 例 ： 令 和 ８ 年 ２ 月 定例 会 第 １ 日 目 ） の 会議 録 デ ー タ  

イ. 発言通告受付表 

ウ. 目次データ 

④  ③ の デー タ 形 式 は 、 発注 者 が 指 定 す る 岡 山市 会 議 録 検 索 シ ス テム に 対

応 し た形 式 で 納 品 す る も のと す る 。 形 式 と し て は 以 下 を 基 本 と す る

が 、 発注 者 の 指 示 が あ る 場合 に は 、 そ れ に 従 う こ と 。    

   - Word（ .docx） 形 式    

   - Excel（ .xlsx） 形 式    

   - そ の 他 会 議 録 検 索 シス テ ム が 求 め る 対 応形 式 （ 例 : CSV、 XML な

ど ）  

⑤  ③ の 納品 デ ー タ は 会 議録 検 索 シ ス テ ム で 利用 可 能 な 構 造 お よ び規 格 で

提 供 する こ と 。 具 体 的 な 構造 や ス キ ー マ 設 定 は 、 発 注 者 の 指 示 を 仰

ぎ 、 それ に 基 づ い た 納 品 を行 う こ と 。  

⑤ 令 和９ 年 ２ 月 定 例 会 会 議録 の 印 刷 製 本 は 要 しな い 。  

 

(6) 予定数量及び単価設定方法 

 ① 本会議の録音した音声の反訳による会議録原稿の作成単価（１分当たり）

（Ａ）によるものとする。 

なお、令和８年２月定例会会議録に係る原稿作成単価（１分当たり）について

は、上記（Ａ）の金額に０．３を乗じた金額とし、令和９年２月定例会会議録に

係る録音した音声の反訳による初稿作成単価（１分当たり）については、上記

（Ａ）の金額に０．７を乗じた金額とする。但し、小数点以下の端数は切り捨て

る。 

また、会議録の印刷製本単価（１頁当たり）については、上記（Ａ）の金額に

０．０４を乗じた金額とする。但し、小数点以下の端数は切り捨てる。 
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ア 録音した音声反訳による原稿作成 

                  予定数量年間 ７，０５０分以内   

イ 上記原稿作成に伴う印刷（表紙・間紙、目次等を含む） 

   予定数量年間 １４０，０００頁（８０部×１，７５０頁）以内 

 

委託料の支払い方法は納品後各回払いとし、本会議毎の数量が確定した段階に

おいて、それぞれの契約単価に確定数量を乗じて得た額の総計に消費税及び地方

消費税を加えた額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた金額）とする。 

なお、ページ計算方法は、印刷の行われるページのみの積算とし、裏白部分は

含まないものとする。ただし、表紙・裏表紙は、それぞれ２ページとして積算す

る。 

 

(7)用字・用語の表記 

① 収録媒体からの反訳については逐語反訳とし、文字・数字・記号などは、「新

訂標準用字用例辞典」（令和元年１２月 公益社団法人 日本速記協会）によ

る。 

② 数字の表記が行をまたがらないようにすること。また、１桁の数字は全角、２

桁以上の数字 は半角で表記し、４桁以上の数字については半角「，」を用いて

数字を区切ること。 

③ 読点は全角「，」を用いること。 

④  用語の表記（記号・カタカナ・アルファベット等）は、過去の岡山市議会会議

録の表記に準ずること。  
⑤ 記号、外字は過去の岡山市議会会議録の表記に準ずること。（ 日 程 の区 切 り

記 号 を 含 む ）  
⑥ その他不明な点は、発注者と協議の上、その指示に従うこと。 

 

 (8) 音声データ・付録原稿及び関係資料等の提供、返還 

 ① 音声データ  

ア. 発注者は、１日の会議終了後速やかにデータの提供を行う。受注者はあら

ゆる記録媒体、ファイルフォーマットに対応すること。 

イ. 受注者は、発注者が午前中にデータ受け取り依頼を行った場合は当日１７

時までに、午後に依頼を行った場合は翌日（翌日が閉庁日の場合は翌開庁

日）の午前中に、担当者が来局の上、データの提供を受けること。 

なお、Ｅメール等インターネットを介した音声データの受け渡しは行わな

い。  

② 音声データ以外の付録原稿及び関係資料等 

ア. 音声データ以外に、資料として、開会・休憩・閉会時間、発言者等を記載

した記録表、当局出席者一覧、議員質問原稿を提供する。 

イ. 音声データ以外の提供方法は、直接渡しの方法による。また、受注者が返

還する場合も同様とする。 

ウ. 受注者はあらゆる記録媒体、ファイルフォーマットに対応すること。 

③ 文字原稿により出稿するもの        

表紙、間紙、発言通告受付表（転写） 

    目次 

議事日程及び会議に付した事件 



［令和８年度契約］ 

4 
 

出席議員及び欠席議員 

説明のため出席した者及び出席した議会局職員 

 ④ ②、③以外に付録原稿等も文字原稿により提供する。 

⑤ 受注者から提供した音声データ、資料は全て返還すること。返還時期は各号の

初校の校閲・校正原稿の納入と同時とする。 

 

(9) 校閲・校正 

  ① 校閲・校正原稿の体裁 

岡山市議会会議録と同様の体裁でＷｏｒｄで作成しプリントする。 

    ② 初校原稿（収録媒体からの反訳文及び文字原稿等、関係資料からの会議録   

掲載内容を加えたもので、会議録の体裁を整えた原稿）の納入時期 

ア 定例会及び臨時会 

１日ごとに収録媒体及び付録原稿を渡すので、収受した日から起算して２

週間以内に納入すること。加えて、初稿会議録についてはWord形式のデー

タでも提出するものとし、その送付方法は発注者の指示による電子メール

とする。 

イ 表紙・目次・中扉・前文部分 

Wordデータ又はExcelによるデータ等を収受した日から起算して８日以内

に納入すること。 

③ 初稿加筆・修正対応および校正原稿の体裁 

初稿会議録データは、発注者が確認の後、加筆・修正依頼をした場合、それ

に基づいて修正したデータをPDF化して初稿会議録データとして納品するこ

と。（納品方法は、発注者指示による電子メールとする） 

④ 校閲・校正業務の遂行における基準 

ア 業務従事者は、本業務を遂行するための十分な知識及び技能を備えている

こと。 

イ 本会議録の整合性、一貫性を保持するため、実務経験者のある者を主任技

術者と定め、校閲を行うこと。 

ウ 原稿納品時には、原稿作成に関わった全ての者の名簿を提出すること。な

お、各日の校正担当者が分かるように記載すること。 

エ 送付される音声データ及び関係資料との突合は綿密に行うこと。 

オ 計画名、政策名、数字等（年度や予算、決算額等）は、岡山市の公式ホー

ムページ等を確認のうえ校正すること。 

⑤ 校正方法 

ア. 受注者の校正は、次のとおり原則として３回とし、その後は責任校正と

する。 

１回目 収録媒体の音声からの反訳文及び付録原稿等からの初校原稿の校  

正 

２回目 修正入力プリントによる２校原稿の校正 

３回目 修正入力プリントによる再々校正 

発注者が責任校了を指示する場合がある。 

  イ. 発注者 ３回ミスチェック  

 ⑥ 校正原稿の印刷規格 

 初校原稿 Ｂ４版（拡大プリント）で印刷 

 ２校原稿 Ｂ４版（拡大プリント）で印刷 

 ３校原稿 Ａ４版で印刷 
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    なお、いずれも片面印刷とし、その他の条件については、(2) 印刷等仕様の 

①及び②のとおりとする。 

⑦ 校正原稿の受け渡し 

校正後の原稿について、発注者が午前中に受け取り依頼を行った場合は当日

１７時までに、午後に依頼を行った場合は翌日（翌日が閉庁日の場合は翌開

庁日）の午前中に、担当者が来局の上、校正後の原稿の提供を受けること。 

なお、Ｅメール等インターネットを介した受け渡しは原則行わない。 

⑧ 校正原稿の納入 

２校原稿、及び３校原稿については、作成出来次第、１日分ごとに手交で納

入とすること。 

また、受注者は、発注者が２校依頼時に送付した初校原稿（校正依頼内容が

記入されたもの）を、２校納品時に発注者に返却するものとする。納入に当

たっては、担当者が来局の上、発注者の確認を受けること。 

 

(10)初稿ミス率 

受注者の作成した原稿は 99.9％以上の正確度を有すること。算定対象は、

明らかな誤聴・誤訳・体裁誤り・ミスタッチとし、これに満たないと認めら

れる場合、発注者は、その全部または一部の受取りを拒否し、指定した日ま

でにやり直しを求めることができる。 

 

 (11)文字原稿 

発注者は速やかに回付する。 

 

(12)特急一部プリントの納品 

発注者が急に求めることもある。 

 

 (13)秘密保持 

受注者は、音声データ、原稿、プリントなどが外部に流出することのないよ

う適切な処置を講ずること。 

 

（14）その他 

①  反訳、整文、修正した者とは別の者が、校正責任者として提出前に最終確認

を行うこと。 

②  原稿の作成、納品及び送付物の受渡し等に要する一切の経費は、受注者の負

担とすること。 

③  業務開始前に、納品等に関して発注者と打ち合わせを行うこと。また、この

仕様書に定めのない事項は、発注者と十分に打ち合わせること。 

④  令 和 ８ 年 ２ 月 定 例 会 会 議 録に 係 る 校 正 と 印 刷 業務 か ら 、 令 和 ９ 年 ２

月 定 例 会 会 議 録 の 初 稿 作 成ま で と す る 。  

⑤  令 和 ８ 年 ２ 月 初 校 デ ー タ は発 注 者 か ら 提 供 す るの で 、 受注者はあらゆ

る記録媒体、ファイルフォーマットに対応すること。 

⑥  営業日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日及び１２月２９日から１月３日までの日を除く月曜日から金曜日ま

での日をいう。 

⑦  新庁舎への移転に伴い、提供する録音媒体や音声データの形式が変更になる

可能性がある。不測の事態による変更が生じた場合、発注者から提供する記
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録媒体や音声データの形式に対応すること。 

⑧  業務上の不明な点は協議の上、発注者の指示に従うこと。 

 

５ 令和６年度実績（参考） 

 

 

日数 
会議時間 

（分） 

会議録頁数 

（１冊当た

り） 

令和６年２月定例会 ６ １，３０２ ２９８ 

令和６年４月臨時会 １ １９ １４ 

令和６年６月定例会 ６ １，１４６ ２６６ 

令和６年９月定例会 ８ １，３７６ ３１４ 

令和６年11月定例会 ６ １，００９ ２４０ 

令和７年１月臨時会 １ ２０ １６ 

令和７年２月定例会 ６ １，４５２ ３３４ 

    

    ＊令和６年２月定例会は、校正と印刷業務が契約対象。 

     （音声データ反訳は、令和６年度契約） 

     令和７年２月定例会は、音声データ反訳（初稿作成）が契約対象。 

     （校正と印刷業務は、令和７年度契約） 

 

 


